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5 奈良県議会（文教くらし委員長）

12 奈良県ＰＴＡ協議会（副会長）

7 奈良市生涯学習財団事務局（統括主任）

14 日本ボーイスカウト奈良県連盟（理事長）※ガールスカウト連盟と隔年交替

9 奈良県高等学校長協会（副会長）〈県立奈良高等学校長〉
11 子どもへの暴力防止（CAP)スペシャリスト上級心理臨床カウンセラー10 奈良県小学校長会（会長）〈生駒市立壱分小学校長〉※奈良県中学校長会と隔年交替

4 奈良県公民館連絡協議会（会長）3 天理大学（副学長）男女
6 奈良教育大学研究部員京都府立医科大学非常勤講師北摂こども文化協会（理事長）
8 奈良県人権教育推進協議会（会長）

令和２年度奈良県社会教育委員予定者一覧令和２年度奈良県社会教育委員予定者一覧令和２年度奈良県社会教育委員予定者一覧令和２年度奈良県社会教育委員予定者一覧(任期　令和２年９月１日～令和３年８月３１日まで）選任基準選任基準選任基準選任基準1 奈良県社会教育委員連絡協議会（会長）2 奈良県体育協会（理事)男男
男

男男
男女
女男
男女
女



社 会 教 育 法 （抜粋）

昭和２４年法律第２０７号

最終更新：令和 元 年法律第 ２６ 号

第三章 社会教育関係団体

（審議会等への諮問）

第十三条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、

あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法 （昭和二十三年法律第

百二十号）第八条 に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。で政令で定め

るものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議(社会教育委員が置かれ

ていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調

査審議する審議会その他の合議制の機関)の意見を聴いて行わなければならない。

第四章 社会教育委員

（社会教育委員の設置）

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。

（社会教育委員の職務）

第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べるこ

と。

三 前二号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する

特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を

与えることができる。

（社会教育委員の委嘱の基準等）

第十八条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項

は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準に

ついては、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。



奈良県社会教育委員条例

昭和２４年奈良県条例第４６号

最終更新：平成２６年奈良県条例第６０号

本県県会の議決を経て〔奈良県社会教育委員定数等に関する条例〕を次のように定める。

奈良県社会教育委員条例

(平二六条例六〇・改称)

(設置)

第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条第一項の規定に基づき、奈良県社

会教育委員 (以下「委員」という。)を置く。

(平二六条例六〇・追加)

(組織)

第二条 委員の定数は、十五人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識

経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(平一〇条例七・一部改正、平二六条例六〇・旧第一条繰下・一部改正)

(任期)

第三条 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

(平一〇条例七・一部改正、平二六条例六〇・旧第二条繰下・一部改正)

附 則

この条例は公布の日から施行し、昭和二十四年九月一日から適用する。

附 則(平成一〇年条例第七号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、同年六月一日から

施行する。

附 則(平成二六年条例第六〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。



奈良県社会教育委員会議運営要領

第１条 奈良県社会教育委員は、社会教育法第１７条の職務を行うため会議の運営につ

いて、この条項の定めるところによる。

第２条 会議は、これを定例会、臨時会および部会とする。

２ 定例会議は、年２回、これを招集する。

３ 臨時会議は、必要ある場合において、その案件に限り、これを招集する。

４ 部会は、必要ある場合に、これを招集する。

第３条 会議の招集は、議長がこれを行う。

第４条 会議には、議長、副議長各１名および書記若干名をおく。

２ 議長、副議長は、委員の中から互選によって決し、書記は、これを教育長が教

育委員会事務局職員の中から指名する。

３ 議長、副議長の任期は、委員在任期間とする。

４ 議長は、会議を主宰し、副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、そ

の職務を代行する。

第５条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことは出来ない。

第６条 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。

第７条 会議の結果は、文書をもって教育委員会に報告しなければならない。

第８条 委員は、会議に出席できないときは、招集者に予め通知しなければならない。

以上


